
　

甲
賀
市
環
境
審
議
会
と
は
？

組
織
：
学
識
経
験
者
、
関
係
団
体
・
機
関
の
推
薦

者
、
区
長
会
の
代
表
者
と
公
募
委
員
を
選
任

し
、
10
名
の
委
員
で
組
織
。

任
期
：
2
年
。

審
議
会
の
開
催
：
委
員
の
互
選
に
よ
る
会
長
が
招

集
し
、
年
2
回
程
度
。

公
募
人
数
：
2
名

報
酬
：
審
議
会
へ
の
出
席
に
対
し
、
市
の
規
定
に

よ
る
報
酬
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

【
応
募
方
法
】

応
募
資
格
：
次
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
項
目
に
該
当

す
る
方

（
1
）
甲
賀
市
に
引
き
続
き
1
年
以
上
居
住
し
、

応
募
時
の
年
齢
が
20
歳
以
上
の
方

（
2
）
甲
賀
市
の
他
の
機
関
等
の
委
員
と
な
っ
て

い
な
い
方

（
3
）
審
議
会
の
会
議
（
平
日
の
昼
間
）
に
出
席

で
き
る
方

（
4
）
国
・
地
方
公
共
団
体
の
議
員
や
公
務
員
以

外
の
方

（
5
）
環
境
問
題
に
深
い
関
心
を
持
ち
、
特
定
の

主
義
・
主
張
を
公
表
す
る
目
的
を
持
た
な
い

方

応
募
方
法
：
次
の
書
類
を
生
活
環
境
課
又
は
各
支

所
地
域
窓
口
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
（
郵
送

可
）。

①
応
募
様
式
（
生
活
環
境
課
及
び
各
支
所
地
域
窓

口
課
に
備
え
置
き
、
又
は
、
甲
賀
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）
に
必
要
事
項
を
記

入
②
小
論
文
（
様
式
自
由
、
8
0
0
字
程
度
で
甲
賀

市
の
環
境
問
題
に
対
す
る
考
え
方
や
応
募
の
動

機
を
記
入
）
。

募
集
期
間
：
4
月
16
日（
月
）
か
ら
5
月
11
日

（
金
）
ま
で

（
郵
送
の
場
合
、
当
日
消
印
有
効
）

選
考
方
法
：
提
出
い
た
だ
い
た
応
募
用
紙
と
小
論

文
に
よ
り
選
考
し
ま
す
。
審
査
結
果
は
本
人
あ

て
に
通
知
し
、
選
考
結
果
は
公
表
し
ま
せ
ん
。

「
甲
賀
市
環
境
審
議
会
」
委
員
を

　

市
で
は
、
環
境
基
本
条
例
に
基
づ
き
、
市
長
の
諮
問
機
関
と
し
て
環
境
保
全
や

廃
棄
物
対
策
、
公
害
の
防
止
対
策
に
関
す
る
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
調
査
や
審

議
を
行
う
「
甲
賀
市
環
境
審
議
会
」
を
設
置
し
て
い
ま
す
。
今
回
、
委
員
の
任
期

満
了
に
伴
い
、
新
た
に
委
員
を
公
募
し
ま
す
。 公
募
し
ま
す

問
い
合
わ
せ  

生
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境
課
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救急車の
適正利用に
ご協力ください

　

救
急
車
の
出
動
件
数
は
、
年
々
増
加
し
て
い
ま

す
。
甲
賀
市
と
湖
南
市
に
お
け
る
平
成
18
年
中
の

出
動
件
数
は
、
4
，
7
5
5
件
で
4
，
7
5
9
人

を
医
療
機
関
に
搬
送
し
ま
し
た
。こ
れ
は
、両
市
民

の
約
30
人
に
一
人
が
利
用
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

救
急
車
の
年
間
出
動
件
数
は
5
年
前
に
比
べ
る

と
約
1
，0
0
0
件
も
増
加
し
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
最
近
の
救
急
出
動
で
は
、
軽
い
ケ
ガ
や
緊
急

性
の
な
い
よ
う
な
も
の
に
よ
る
出
動
が
増
加
し
て

お
り
、
搬
送
さ
れ
た
傷
病
者
の
う
ち
約
5
割
が
軽

傷
者
で
占
め
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
出
動
要
請
の
増
加
に
交
通
混
雑
の
深
刻

化
も
加
わ
っ
て
、
要
請
を
受
け
て
か
ら
現
場
到
着

ま
で
の
時
間
は
年
々
長
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

た
め
、
命
に
危
険
が
あ
る
重
傷
者
な
ど
へ
の
救
急

出
動
の
対
応
が
遅
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
心
配
さ
れ

ま
す
。

　

救
急
車
は
本
来
、
命
に
か
か
わ
る
よ
う
な
病
気

や
ケ
ガ
人
を
一
刻
も
早
く
医
療
機
関
に
搬
送
す
る

必
要
が
あ
る
場
合
に
利
用
す
る
も
の
で
す
。

　

緊
急
性
の
な
い
病
気
や
ケ
ガ
は
な
る
べ
く
自
家

用
車
か
タ
ク
シ
ー
の
利
用
を
お
願
い
し
ま
す
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